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かわぐち元気ナビ情報更新に伴う、調査票の送付について 

 

 

 川口市では、カシオ計算機株式会社へ委託し、高齢者向けの情報を集約した「かわ

ぐち元気ナビ」というサイトを運営しております。 

令和８年度も介護保険サービス事業所の情報について市民や事業者の方々に有効に

活用していただけるよう、引き続き当サイトを運用してまいります。 

カシオ計算機株式会社から介護サービス事業所へ、７月上旬頃に直接調査票を送付

し、掲載に必要な情報を収集させていただきますので、ご協力のほど、よろしくお願

い申し上げます。 

ʬかわぐち元気ナビのページʭ 

https://chiiki-kaigo.casio.jp/kawaguchi 
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《生活保護法指定介護機関の皆様へ》 

 

生活保護制度における介護扶助について 

 

１ 介護券について 

被保護者からの介護扶助の申請に基づき、福祉事務所で介護扶助の決定を行います。

介護扶助が決定された場合は、介護サービスの種類に応じた介護券を発券します。 

 

２ ケース別の必要書類について 

(1) 新規（これまで介護扶助を利用していなかった方が、初めて利用する場合です。） 

・保護変更申請書（事前が原則なので、日付は介護扶助の開始日り以前となります。） 

・同意書（事前が原則なので、日付は介護扶助の開始日以前となります。） 

・介護保険被保険者証の写し 

・サービス利用票・利用票別表（生活保護の開始後に利用を開始する月）、ケアプラン 

 

(2) 更新、区分変更（ 更新又は区分変更に伴い、サービスや居宅介護支援事業所に変更

がある場合は、それぞれの場合における書類も必要となります。） 

・介護保険被保険者証の写し 

・サービス利用票・利用票別表（新しい有効期間で利用を開始する月））、ケアプラン 

 

(3) サービス事業所の変更（サービス事業が減る場合も含みます。） 

・保護変更申請書 

・サービス利用票・利用票別表（サービス事業所を変更した月））、ケアプラン 

 

(4) 居宅介護支援事業所の変更 

・保護変更申請書 

・同意書 

・介護保険被保険者証の写し（新しい居宅介護支援事業所が印字されたもの） 

・サービス利用票・利用票別表（居宅介護支援事業所を変更した月））、ケアプラン 

 

(5) 退院時（退院に伴い、サービスや居宅介護支援事業所に変更がある場合は、それぞれ

の場合における書類も必要となります。） 

・サービス利用票・利用票別表（退院した後、初めて利用する月）、ケアプラン 
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３ 介護券を発券するのに必要となる書類について 

(1) 保護変更申請書 

 介護扶助の新規申請及び変更の際に必要となる書類です。被保護者が申請者となり

ます。（事前が原則なので、日付は介護扶助の開始日以前となります。） 

 

必要となるケース 新規 サービス事業所の変更 居宅介護支援事業所の変更 

 

(2) 同意書 

 介護保険の被保険者に対する計画の作成等は、介護扶助として行われるものではな

いので、情報提供及び収集については、個人情報保護の観点から本人同意が必要となり

ます。また、同意は事前が原則なので、新規申請における同意書の日付は、介護扶助の

開始日以前となります。 

 

必要となるケース 新規 居宅介護支援事業所の変更 

 

(3) 介護保険被保険者証の写し（生活保護のみなし２号には被保険者証はありませんの

で不要です。） 

 居宅サービスを開始したり、居宅介護支援事業所を変更したりする場合は、必ず事業

所が印字された（変更された）被保険者証を添付してください。 

 

必要となるケース 新規 更新 区分変更 居宅介護支援事業所の変更 

 

(4) サービス利用票・利用票別表（サービス提供票・提供票別表） 

《必要となるケース》 《必要月》 

新規 生活保護の開始後に利用を開始する月 

更新 新しい有効期間が始まる月 

区分変更 新しい介護度で利用を開始する月 

サービス事業所の変更 サービス事業所を変更した月 

居宅介護支援事業所の変更 居宅介護支援事業所を変更した月 

退院 退院した後、初めて利用する日が属する月 

 

 

 

＜問い合わせ先＞ 

   川口市生活福祉１課 適正化推進係 介護担当 

   TEL：048-259-9036 
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様式第53号

（あて先）

実施年月　　　　　　年　　　　月

報告年月日 年　　月　　日

①学校・病院・診療
所・助産所・

介護老人保健施設・
社会福祉施設

②学校のうち、
大学・高校・短大・

専門学校等
③社会福祉施設 ④市町村

職員・従事者
対象の年度に

入学した学生・生徒
６５歳以上の入所者 ６５歳以上の居住者

直接撮影人数：

間接撮影人数：

直接撮影人数：

間接撮影人数：

直接撮影人数：

間接撮影人数：

直接撮影人数：

間接撮影人数：

結核患者

結核発病の
おそれがあると
診断された者

(H30)

※記入について（感染症法施行令第１２条参照）

定期の健康診断報告書（感染症法第５３条の７）

施設名

所在地

電話番号

　川口市長　

担当者

　　　  対象区分

　実施区分

健康診断
対象者数

胸部エックス線検査
受診者数

※直接撮影・間接撮影
を分けて記入してくだ

さい

喀痰検査
受診者数

②は、高等学校、高等専門学校、専門学校、短期大学、大学が該当します。
　　対象の年度に入学した学生、生徒について、記入してください。

③は、社会福祉施設（※）が該当します。
　　６５歳以上の入所者について、記入してください。（今年度中に６５歳となった者を含む）

④は、市町村が該当します。
　　６５歳以上の居住者について、記入してください。（今年度中に６５歳となった者を含む）

発
見
者
数

未受診者がいる
場合その理由

・年度中に受診予定　（　　　　名）
・転出等　　　　　　（　　　　名）
・妊娠中等　　　　  （　　　　名）
・他で実施　　　　  （　　　　名）

・受診勧奨中　　　　（　　　　名）
・その他　理由：

　　　　　　　　　　（　　　　名）

①は、学校、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、社会福祉施設（※）が該当します。
　　職員、従事者について、記入してください。

※社会福祉施設とは、生活保護法の救護・更正施設等、老人福祉法の養護老人ホーム・特別養護老
人ホーム・軽費老人ホーム、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の障害
者支援施設、売春防止法の婦人保護施設をいいます。
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指導監査等の問い合わせ先一覧 

 

指導監査について 

 

担当 川口市 福祉部 福祉監査課 指導第２係 

所在地 

〒332-0031 

川口市青木3-17-11 青木三丁目分室 1階 

（郵送先は、〒332-8601 川口市青木2-1-1） 

電話 048-271-9425（直通） 

ＦＡＸ 048-253-6877 

 

指導監査以外について 

 

担当 業務内容 問い合せ先 

介護保険課 

事業者係 

・事業者指定関係届出（変更、休止、再開、廃
止を含む） 

・事業者の公募（地域密着型サービス等） 
・施設整備等の補助金 
・有料老人ホームの届出 
・老人福祉法の届出 
・事故報告 

電話（直通） 

048-259-7293 

FAX 

048-258-7493 

メールアドレス 

087.04030＠city.kawaguchi.saitama.jp 

介護保険課 

給付係 

・介護給付に関すること 
・過誤申立 

電話（直通） 

048-259-7296 

介護保険課 

認定係 

・要介護認定申請 
・訪問調査 
・要介護認定関係資料提供 
・認定審査会 

電話（直通） 

048-259-7294 

介護保険課 

保険係 

・介護保険料の賦課・徴収 
・住所地特例 

電話（直通） 

048-259-7295 

長寿支援課 

支援係 
・虐待関係 

電話（直通） 

048-259-7652 

生活福祉１課 

適正化推進係 

介護担当 

・介護扶助関係 
電話（直通） 

048-259-9036 

川口市保健所 

疾病対策課 

感染症係 

・感染症の予防、まん延防止 

・感染症の発生動向調査 

・社会福祉施設などにおける集団感染発生症

時の報告 

・結核予防費補助金支給、結核定期健診の報   

 告 

・性感染症の検査、相談 

・結核の検査、医療費の給付 

電話（直通） 

048-423-6726 
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